
一
．
我
が
党
は
常
に
進
歩
を
目

指
す
保
守
政
党
で
あ
る

（
１
）
正
し
い
自
由
主
義
と
民

主
制
の
下
に
、
時
代
に
適
さ
ぬ

も
の
を
改
め
、
維
持
す
べ
き
も

の
を
護
り
、
秩
序
の
な
か
に
進

歩
を
求
め
る

（
２
）
勇
気
を
持
っ
て
自
由
闊

達
（
か
っ
た
つ
）
に
真
実
を
語

り
、
協
議
し
、
決
断
す
る

（
３
）
多
様
な
組
織
と
対
話
・

調
整
し
、
国
会
を
公
正
に
運
営

し
、
政
府
を
謙
虚
に
機
能
さ
せ

る二
．
我
が
党
の
政
策
の
基
本
的

考
え
は
次
に
よ
る

（
１
）
日
本
ら
し
い
日
本
の
姿

を
示
し
、
世
界
に
貢
献
で
き
る

新
憲
法
の
制
定
を
目
指
す

（
２
）
日
本
の
主
権
は
自
ら
の

努
力
に
よ
り
護
る
。
国
際
社
会

の
現
実
に
即
し
た
責
務
を
果
た

す
と
と
も
に
、
一
国
平
和
主
義

的
観
念
論
を
排
す

（
３
）
自
助
自
立
す
る
個
人
を

尊
重
し
、
そ
の
条
件
を
整
え
る

と
と
も
に
、
共
助
・
公
助
す
る

仕
組
を
充
実
す
る

（
４
）
自
律
と
秩
序
あ
る
市
場

経
済
を
確
立
す
る

（
５
）
地
域
社
会
と
家
族
の
絆
・

温
か
さ
を
再
生
す
る

（
６
）
政
府
は
全
て
の
人
に
公

正
な
政
策
や
条
件
づ
く
り
に
努

め
る

（
イ
）
法
的
秩
序
の
維
持

（
ロ
）
外
交
・
安
全
保
障

（
ハ
）
成
長
戦
略
と
雇
用
対
策

（
ニ
）

教
育

と
科
学

技
術
・

研
究
開

発

（
ホ
）
環
境
保
全

（
へ
）
社
会
保
障
等
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト

（
７
）
将
来
の
納
税
者
の
汗
の

結
晶
の
使
用
選
択
権
を
奪
わ
ぬ

よ
う
、
財
政
の
効
率
化
と
税
制

改
正
に
よ
り
財
政
を
再
建
す
る

三
．
我
が
党
は
誇
り
と
活
力
あ

る
日
本
像
を
目
指
す

（
１
）
家
族
、
地
域
社
会
、
国

へ
の
帰
属
意
識
を
持
ち
、
自
立

し
、
共
助
す
る
国
民

（
２
）
美
し
い
自
然
、
温
か
い

人
間
関
係
、
「
和
と
絆
」
の
暮

し（
３
）
合
意
形
成
を
怠
ら

ぬ
民
主
制
で
意
思
決
定
さ

れ
る
国
と
自
治
体

（
４
）
努
力
す
る
も
の
が

報
わ
れ
、
努
力
す
る
機
会

と
能
力
に
恵
ま
れ
ぬ
も
の

を
皆
で
支
え
る
社
会
。
そ

の
条
件
整
備
に
力
を
注
ぐ

政
府

（
５
）
全
て
の
人
に
公
正

な
政
策
を
実
行
す
る
政
府
。

次
世
代
の
意
思
決
定
を
損

な
わ
ぬ
よ
う
、
国
債
残
高
の
減

額
に
努
め
る

（
６
）
世
界
平
和
へ
の
義
務
を

果
た
し
、
人
類
共
通
の
価
値
に

貢
献
す
る
有
徳
の
日
本

以
上
、
自
民
党
（
平
成

22年
）

新
綱
領
の
抜
粋
で
す
。

民
主
党
に
綱
領
（
憲
法
）
は

今
も
な
い
。
規
範
も
軸
も
な
い

に
等
し
い
。

政
権
は
迷
走
し
、
大
き
く
国
益

と
信
頼
を
失
っ
た
の
が
結
果
で

す
。最
大
の
被
害
者
は
託
す
一
般

国
民
。
政
権
に
騙
さ
れ
踊
ら
さ

れ
た
責
任
が
大
で
す
。
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平
成

27年
一
月
か
ら
相
続
税
基

礎
控
除
額
が

40％
削
減
で
す
。
基

礎
控
除
は
３
千
万
＋
相
続
人
一
人

６
百
万
に
減
額
さ
れ
ま
す
。
最
高

税
率
は

55％
に
、
現
行
六
段
階
が

八
段
階
に
引
き
上
げ

に
な
り
ま
す
。

個
人
が
住
居
に
使
っ
て
い
た
土
地

は
、
評
価
額
を
本
来
の
２
割
に
抑

え
る
減
税
措
置
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
対
象
と
な
る
上
限
面
積
を
現
行

の
2
4
0
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
3
3
0
平

方
メ
ー
ト
ル
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。

孫
へ
の
財
産
の
贈
与
に
つ
い
て
1
5
0

0
万
円
ま
で
を
教
育
資
金
を
信
託

会
社
に
信
託
し
た
場
合
。
こ
れ
ま

で
贈
与
の
対
象
で
し
た
が
、
三
年

間
孫
ま
で
広
げ
若
年
層
に
資
産
移

転
を
促
す
。
相
続
時
清
算
課
税
制

度
を
利
用
で
き
る
贈
与
側
の
人
の

年
齢
も
従
来
の

65歳
以
上
か
ら

60

歳
以
上
に
下
げ
る
。

発
表
さ
れ
た
自
民
党
の
税
制
大

綱
で
は
、
企
業
が
雇
用
を
一
定
数

増
や
し
た
場
合
に
法
人
税
を
減
税

す
る
制
度
で
、
１
人
あ
た
り
の
控

除
額
を

40万
円
に
倍
増
す
る
。
中

小
企
業
は
8
0
0
万
円
を
上
限
に
交

際
費
を
す
べ
て
損
金
算
入
す
る
こ

と
を
認
め
る
よ
う
で
す
。

減
税
に
つ
い
て
法
案
の
成
立
ま
で

手
続
き
等
未
確
定
で
す
。
世
の
中

は
回
り
ま
わ
っ
て
少
し
は
元
気
を

取
り
戻
す
の
で
し
ょ

う
か
。

以
上
、

25年
税
制

改
正
大
綱
か
ら
の

抜
粋
で
す
。


